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PTA 役員会、保護者説明会、二小での主な質問・意見    

【実施期間 6 月 16 日～10 月 19 日】 

 

委託の是非について 

Q:すでに決まっているように受け止めてしまうが。 

Q:民間のノウハウというが、現体制ではできないのか。 

Q:メリットを具体的に示してほしい。 

Q:デメリットはないか。 

Q:委託の理由は財源の問題もあるのではないか。 

Q:運営費、委託した場合の経費、その差額を明らかにしてもらいたい。 

Q:企業は儲けがなければできないが、子供たちにしわ寄せがいかないか。 

Q:委託した場合の職員の雇用はどうなるのか。 

Q:退職者を補充したらどうか。 

Q:民間でもパートの比率は高い。パートが増えるからということは言えないのではないか。 

Q:何か問題があった場合、市は委託会社のせいにするのではないか。 

Q:両調理所とも委託するのではないか。 

Q:今回委託しないほうはいつ委託になるのか。 

Q:市の職員と民間業者が一緒に働くことはできないのか。 

 

・もしこれまでより運営費に余裕がでた場合、その分をすべて給食の充実に充ててもらい

たい。 

・委託業者の質に左右される給食は安心できないし、途中で逃げ出されることがあるので

はと考えると反対である。 

・民間委託が悪いことだとは思わないが、「よくかむ」ことなど教育の一環という面での充

実も考えてもらいたい。 

・安全性を確保しつつ、質的向上が見込め、経費が削減できるならば賛成である。 

 

 

 

給食内容関連 

Q:栄養士が直接指導できるのか。 

Q:献立や指示書を渡し、調理するだけで、栄養士が直接調理に関わらないでどうして給食

が充実するのか。 

Q:「多様性」とはなにか。 

Q:調理のチェックはどのようにするのか。 

Q:片方が民間で充実し、片方が直営のままでは差が生じるのでは、同じ給食費を払ってい
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ながらいかがなものか。 

Q:食材の購入を途中で民間に委ねることはないか。 

Q:これまでできなかった献立とはどんなものですか。 

 

・地場野菜を使っていることはよいことだと思う。 

 

 

 

業者選定について 

Q:他のところでは途中で撤退した業者もいると聞いたが大丈夫か。 

Q:契約期間はどのように考えているか。 

Q:委託開始後、委託業者をチェックする必要があると思うがどのようにチェックするのか。 

 

・業者選定について、結果だけでなく、審査基準を公表してもらいたい。 

・審査基準に社団法人日本給食サービス協会に加入している条件を盛り込んでもらいたい。 

 

 

 

説明会について 

Q:いきなり説明をきいても理解できないし、疑問についてどこへ聞いていいのかもわから

ない。意見もどこへ伝えていけばよいのでしょうか。 

Q:この説明会は事務局の考えを説明する場なのか、教育委員会のお知らせなのか。 

 

・PTA 役員だけでなく、保護者全体に対する説明会を開催してもらいたい。 

 

 

 

その他 

Q:ホームページのどこから入れば学校給食センター運営委員会のページにたどりつけるの

かわからない。 

Q:給食費はどうなりますか。 

Q:給食費の滞納と関連があるのですか。 

Q:平成 23 年 9 月までの間の経過はどのようにしたらみれるのか。 

Q:将来自校方式に変えていくつもりはありますか。 


